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平成 25 年 11 月 15 日 

各      位 

会 社 名 コ ー ナ ン 商 事 株 式 会 社 

代表者名 代 表 取 締 役 社 長  疋 田  直 太 郎 

 （コード番号 7516 東証第 1 部） 

問合せ先 取締役上席執行役員     品川 良一  

 （TEL． 072 － 274 － 1622） 

  

過年度過年度過年度過年度にににに係係係係るるるる有価証券報告書等有価証券報告書等有価証券報告書等有価証券報告書等のののの訂正報告書訂正報告書訂正報告書訂正報告書のののの提出提出提出提出    

及及及及びびびび過年度過年度過年度過年度にににに係係係係るるるる決算短信決算短信決算短信決算短信等等等等（（（（訂正版訂正版訂正版訂正版））））のののの公表公表公表公表についてについてについてについて    

当社は、平成25年11月6日付「第三者委員会の報告書受領に関するお知らせ」においてお知らせ致し

ました第三者委員会の調査結果を踏まえ、本日、下記のとおり過年度の有価証券報告書及び四半期報

告書等の訂正報告書を関東財務局に提出するとともに、過年度の決算短信等の一部を訂正し公表致し

ましたので、お知らせ致します。 

また、今回の訂正による過年度業績への影響はございません。 

 

 

                       記 

 

１．本日提出する訂正有価証券報告書 

 

訂正有価証券報告書 第30期 （自 平成18年3月1日 至 平成19年2月28日） 

訂正有価証券報告書 第31期 （自 平成19年3月1日 至 平成20年2月29日） 

訂正有価証券報告書 第32期 （自 平成20年3月1日 至 平成21年2月28日） 

訂正有価証券報告書 第33期 （自 平成21年3月1日 至 平成22年2月28日） 

訂正有価証券報告書 第34期 （自 平成22年3月1日 至 平成23年2月28日） 

訂正有価証券報告書 第35期 （自 平成23年3月1日 至 平成24年2月29日） 

訂正有価証券報告書 第36期 （自 平成24年3月1日 至 平成25年2月28日） 

 

２．本日提出する訂正四半期報告書等 

 

訂正半期報告書  第30期中     （自 平成18年3月1日 至 平成18年8月31日） 

訂正半期報告書  第31期中     （自 平成19年3月1日 至 平成19年8月31日） 

訂正半期報告書  第32期中     （自 平成20年3月1日 至 平成20年8月31日） 

訂正四半期報告書 第33期第1四半期 （自 平成21年3月1日 至 平成21年5月31日） 

訂正四半期報告書 第33期第2四半期 （自 平成21年6月1日 至 平成21年8月31日） 

訂正四半期報告書 第33期第3四半期 （自 平成21年9月1日 至 平成21年11月30日） 

訂正四半期報告書 第34期第1四半期 （自 平成22年3月1日 至 平成22年5月31日） 

訂正四半期報告書 第34期第2四半期 （自 平成22年6月1日 至 平成22年8月31日） 

訂正四半期報告書 第34期第3四半期 （自 平成22年9月1日 至 平成22年11月30日） 

訂正四半期報告書 第35期第1四半期 （自 平成23年3月1日 至 平成23年5月31日） 

訂正四半期報告書 第35期第2四半期 （自 平成23年6月1日 至 平成23年8月31日） 

訂正四半期報告書 第35期第3四半期 （自 平成23年9月1日 至 平成23年11月30日） 

訂正四半期報告書 第36期第1四半期 （自 平成24年3月1日 至 平成24年5月31日） 

訂正四半期報告書 第36期第2四半期 （自 平成24年6月1日 至 平成24年8月31日） 

訂正四半期報告書 第36期第3四半期 （自 平成24年9月1日 至 平成24年11月30日） 

訂正四半期報告書 第37期第1四半期 （自 平成25年3月1日 至 平成25年5月31日） 
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３．本日公表する決算短信（訂正版） 

 

平成21年2月期 決算短信（自 平成20年3月1日 至 平成21年2月28日） 

平成22年2月期 決算短信（自 平成21年3月1日 至 平成22年2月28日） 

平成23年2月期 決算短信（自 平成22年3月1日 至 平成23年2月28日） 

平成24年2月期 決算短信（自 平成23年3月1日 至 平成24年2月29日） 

平成25年2月期 決算短信（自 平成24年3月1日 至 平成25年2月28日） 

 

４．本日公表する四半期決算短信等（訂正版） 

 

平成21年2月期 中間決算短信（自 平成20年3月1日 至 平成20年8月31日） 

 

 

５．訂正の経緯および理由 

 

平成25年11月6日付「第三者委員会の報告書受領に関するお知らせ」においてお知らせ致しました

とおり、過年度の有価証券報告書及び四半期報告書を訂正すべき事項が判明したため、上記のとお

り過年度の決算短信等の一部を訂正することが適当であると判断し、今回の訂正を行うことと致し

ました。 

 

 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


